
　（地方債）

第２条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

　「第２表地方債」による。

八幡浜市長　　大　城　一　郎

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，８１７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２，８６１千円とする。

　　　　令和元年１２月３日提出

　（歳入歳出予算の補正）

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

議案第８２号

令和元年度八幡浜市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

　令和元年度八幡浜市の簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、「平成３１年度八幡浜市簡易水道事業特別会計予算」の名称を「令和元年度八幡浜

市簡易水道事業特別会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。

　　　（簡易水道事業特別会計）
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第 １ 表　 歳 入 歳 出 予 算 補 正

  歳　入

一般会計繰入金

市債

　合　　　　　　計

3

5

1

1

（単位:千円）

款 項

繰入金

市債

歳　　　　　　入　　　

14,968

14,968

0

0

16,044

117

117

6,700

6,700

6,817

15,085

15,085

6,700

6,700

22,861

（簡易水道事業特別会計）

 補 正 前 の 額   補 正 額  計

－
2
1
1
－



  歳　出

総務管理費

　合　　　　　　計

1

1

（単位:千円）

款 項

総務費

歳　　　　　　出　　　

11,165

11,165

16,044

6,817

6,817

6,817

17,982

17,982

22,861

（簡易水道事業特別会計）

 補 正 前 の 額   補 正 額  計

－
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　第２表　地　方　債

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円

１ 　借入先 　借入先の融通条件による。

　財務省、その他 　ただし、必要に応じ、繰上償還、

償還年限の短縮又は低利債に借換え

２ 　借入方法 をすることができる。

　普通貸借又は証券発行の方法による。

　事業又は財政の都合により、本議決の範

囲内において起債の前借をすることができ

る。

３ 　借入時期

　令和元年度。ただし、事業又は財政の

都合により、起債額の全部若しくは一部を

翌年度に繰越借入することができる。

合 計 6,700

地 方 公 営 企 業 法 適 用 事 業 6,700

起 債 の 方 法

　年4.0％以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる政府資

金及び地方公共

団体金融機構資

金について、利

率の見直しを

行った後におい

ては、当該見直

し後の利率）

　　　（簡易水道事業特別会計）
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１

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

２

３ 地方債に関する調書

八幡浜市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）に関する説明書

令　和　元　年　度

給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

　　　（簡易水道事業特別会計）
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

(歳　　　　入)

3

5

繰入金

市債

　 歳 入 合 計 　

款

14,968

0

16,044

117

6,700

6,817

15,085

6,700

22,861

 補 正 前 の 額   補 正 額  計

（単位:千円）

（簡易水道事業特別会計）

( 1 )  総　　　括
１
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(歳　　　　出)

1

（簡易水道事業特別会計）

款

総務費

　 歳 出 合 計 　

11,165

16,044

6,817

6,817

17,982

22,861

 補正前の額  補 正 額   計 

 補 正 額 の 財 源 内 訳  

 特 定 財 源  
 一 般 財 源  

 国県支出金  地 方 債   そ の 他  

6,700

6,700

117

117

（単位:千円）
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節
目

（単位：千円）

（ ２ ）　歳　入

区 分 金 額
説 明

(款)　3.繰入金　　(項)　1.一般会計繰入金

一般会計繰入金1. 14,968

14,968

117

117

15,085

15,085

1.一般会計繰入金 117一般会計繰入金                             117
 

補 正 前 の 額 補 正 額 　 計 　

（簡易水道事業特別会計）

計
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節
目

（単位：千円）

（ ２ ）　歳　入

区 分 金 額
説 明

(款)　5.市債　　(項)　1.市債

簡易水道建設債1. 0

0

6,700

6,700

6,700

6,700

5.簡易水道事業（地
方公営企業法適用
事業）

6,700地方公営企業法適用事業                   6,700
 

補 正 前 の 額 補 正 額 　 計 　

（簡易水道事業特別会計）

計
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節目

（単位：千円）

区 分 金 額
説 明

国県支出金
一般財源

時間外勤務手当                     128
 
期末勤勉手当                        19
 
共済組合負担金                    △62
 
公営企業会計移行支援業務委託料   6,732
 

147

△62

6,732

職員手当等

共済費

委託料

117

117

17,982

17,982

6,817

6,817

11,165

11,165

一般管理費1. 3.

4.

13.

(款)　1.総務費　　（項）　1 総務管理費

補 正 額補正前の額 　 計 　
補 正 額 の 財 源 内 訳

地 方 債
6,700

6,700

そ の 他
特 定 財 源

（ ３ ）　歳　出

（簡易水道事業特別会計）

計
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１　　一　　般　　職

（1）　総　　括

比 較

補正前

補正後

区 分
児 童 手 当

単 身 赴 任
手 当

（千円） （千円）

19 0比 較 0 128

1,670 30補正前 59 300

1,689 30補正後 59 428

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

時 間 外
勤 務 手 当

宿 日 直
手 当

管 理 職
手 当

期 末 勤 勉
手 当

退 職 手 当
管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

職員
手当
の内訳

区 分
扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当

特 殊 勤 務
手 当

（千円） （千円） （千円） （千円）

休 日 勤 務
手 当

（千円）

2,206

2,059

147

6,321

6,174

147

〃

4,115

4,115

0

補 正 前

比 較

1
(0)

(0)
1

0

補 正 後 1,348
（　　）内は再任用短時間勤務
職員（外数）

7,669

1,410

△ 62

共 済 費

（千円）

合 計

7,584

〃

（千円）

給 料

（千円）

職 員 手 当

（千円）

備 考

85

２　給　与　費　明　細　書

区 分
職員数

（人）

報 酬

（千円）

給 与 費

（千円）

計

　　（簡易水道事業特別会計）
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　　（簡易水道事業特別会計）

　（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

増 減 額

（千円）

職員 手当 147 給与改定に伴う増減分 19 期末勤勉手当 19

その他の増減分 128 時間外勤務手当 128

期末勤勉手当の改定　年間４．４５月→４．５月

備 考区 分
増 減 事 由 別 内 訳

（千円）

説 明

（千円）

－
2
2
4
－



（単位：千円）

当 該 年 度 中 当 該 年 度 中

起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額

補正前 26,049 24,758 1,604 23,154
補正分 6,700 6,700

計 26,049 24,758 6,700 1,604 29,854
補正前 26,049 24,758 1,604 23,154
補正分 6,700 6,700

計 26,049 24,758 6,700 1,604 29,854

合 計

１ 簡 易 水 道 事 業 債

当 該 年 度 中 増 減 見 込

３　地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
  　及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

区 分
前 々 年 度 末

現 在 高

前 年 度 末

現 在 高

当 該 年 度 末

現 在 高 見 込 額

　　　（簡易水道事業特別会計）
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